
京都市立梅津小学校 

「だれもが気持ちよくすごすために」 （学校のきまり） 

年間見直しサイクル 
 

時期 見直しに向けた取組 

2学期 
・「だれもが気持ちよくすごすために」見直し計画の作成 

・必要に応じて、児童会や児童からの意見を集約 

3学期 
・学校運営協議会等より、意見聴取 

・「だれもが気持ちよく過ごすために」見直し案の策定 

春季休業期間 
・教職員で「だれもが気持ちよくすごすために」の点検・策定 

・教職員で共通理解 

1 学期 
・児童、保護者に「だれもが気持ちよくすごすために」を配布 

・学校ホームページで公開 

 


